
 

 

 

 

 

 

 

 

 

報道関係者 各位 
 

「労働者の募集及び採用における年齢制限の禁止の

周知徹底」に関する労働局長要請を実施します 
 
 

労働者の募集及び採用における年齢制限は、法律により原則禁止されてい

ます。（注） 

本年 10 月が法律の施行から 10年の節目に当たることから、年齢にとらわ

れない募集・採用を徹底するため、岩手労働局長（久古谷敏行）が、岩手県

商工会議所連合会（会長 谷村邦久）に対して協力要請を行います。 
 

岩手県商工会議所連合会会長への要請 

         日 時 平成 29 年 10 月 18 日（水）10 時 00 分～ 

         場 所 岩手県商工会議所連合会 

         住 所 盛岡市清水町 14－12 

 

（注）平成 19 年 10 月１日より、雇用対策法（昭和 41 年法律第 132 号）第 10 条によっ

て、原則として、労働者の募集及び採用について年齢制限を設けることが禁止され

ました。 

 

※ 取材に当たってのお願い 

  取材を希望される場合は、10月17日15時までに右上の照会先までご連絡をお願いします。 

 

（参考１） 

公共職業安定所における年齢不問求人の割合が、平成 29 年８月現在で約９割に達し

ています。一方で、求人は年齢不問としているものの、選考の際に年齢を理由に不採

用とする事例も依然として見受けられます。 
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（参考２） 
平成29年10月18日 

 

岩手県商工会議所連合会  

  会長 谷 村 邦 久  様 

 

 

労働者の募集及び採用における 

年齢制限の禁止の周知徹底に関する要請書 

 

 

労働行政の推進につきましては、日頃よりご協力を賜り感謝申し上げます。 

さて、労働者の募集及び採用につきましては、平成19年10月１日より、雇用対策法（昭

和41年法律第132号。以下「法」といいます。）第10条によって、原則として年齢制限

を設けることが禁止されました。貴団体をはじめとする関係団体等の皆様には、法の趣旨

に関する周知等にご理解、ご協力をいただき、その結果、公共職業安定所における年齢不

問求人の割合が平成29年８月現在で約９割に達するなど、事業主の皆様の法に対する理

解は着実に広がりを見せています。 

一方で、求人は年齢不問としているものの、実際には書類や面接での選考の際に年齢を

理由に不採用とするなど、法に反する事例も依然として見受けられます。 

年齢制限の禁止は、個々人の能力や適性を判断して募集・採用していただくことで、一

人ひとりにより均等な働く機会が与えられるようにすることを目的としています。 

また、年齢にとらわれずに募集・採用を行うことは、多様な求職者の応募にもつながり、

職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験等をできる限り明示して募

集・採用を行うことで、人物本位・能力本位の人材の採用を行うことができます。 

さらに、少子高齢化のなかで、我が国経済を持続的に成長させるためには、個々人が年

齢に関係なく、その能力や適性に応じて活躍の場を得られることが重要です。 

厚生労働省では、本年10月が法の施行から10年という節目に当たることから、この機

会に、事業主の皆様に改めて法の趣旨をご確認いただき、年齢にとらわれない募集・採用

を徹底いただくため、集中的に周知啓発を図ることとしています。 

つきましては、貴団体におかれましても、この取組の趣旨を御理解いただくとともに、

別添のパンフレットもご活用いただき、貴団体の傘下団体・企業等に対する周知啓発に御

協力の程、何とぞよろしくお願い申し上げます。 

 

岩 手 労 働 局 長 

久 古 谷 敏 行 



 
（参考３） 

「労働者の募集及び採用における年齢制限の禁止の周知徹底に関する要請」に

ついて、労働局長による直接要請のほかに以下の形式でも実施します。 

 

１ 労働局幹部による要請 

以下の３団体に対して、職業安定部長から局長名の要請書による協力要請

を行います。 

（１）岩手県商工会連合会への要請 

   日 時  平成 29 年 10 月 16 日（月） 10 時 30 分～ 

   場 所  岩手県商工会連合会 

   住 所  盛岡市盛岡駅西通 1丁目 3番 8号 

 

（２）一般社団法人岩手県経営者協会への要請 

   日 時  平成 29 年 10 月 16 日（月） 13 時 30 分～ 

   場 所  一般社団法人岩手県経営者協会 

   住 所  盛岡市大通 2丁目 6－1 

 

（３）岩手県中小企業団体中央会への要請 

   日 時  平成 29 年 10 月 17 日（火） 10 時 00 分～ 

   場 所  岩手県中小企業団体中央会 

   住 所  盛岡市肴町 4番 5号 

 

２ ワークショップにおける広報 

「高齢者のいきいき働ける企業ワークショップ」において、制度の周知広

報用パンフレットを配布します。 

日 時  平成 29 年 10 月 26 日（木） 14 時 00 分～ 

   場 所  アイーナ 

 


